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平成２２年農林業センサス（単位：戸） 

  

 

 

農家数 ５２８ 
内販売農家数 ３４１ 

専業 第 1種兼業 第 2種兼業 

６５ ５０ ２２６ 

内自給的農家 １８７  

農業委員会視察研修 
（営農型太陽光発電施設） 

四街道市の田園風景 

稲の脱穀風景（長岡地区） 

 

  



農業委員会視察研修報告         農業委員   松戸 芳子 

平成 26年 7月 15日、ソーラーシェアリング協会が太陽光の実証実験を行っている千

葉市にある農園を視察し、ソーラーシェアリングについての説明を受けました。面積が

900㎡の場所に高さ 3.5～4.0ｍの支柱を立ててその上に太陽光パネルを設置し、その下の

畑には人参などが作付してありました。作物の生育に支障が出ないように、日射の確保や

遮光率を変えることが可能で、また台風などの自然災害にもパネルの角度を変えるなどの

対応ができるということです。農業委員からは施工費用、設置してある支柱やパネルの耐

用年数やメンテナンス、売電の状況など様々な質問がでました。協会の方の説明を受けて、

これからは化石燃料と太陽光エネルギーを併用していくことが大切だと思いました。 

午後からは東金市にある「みのりの郷東金」を見学しました。東金の名産である植木の

展示販売を行っていた緑花木センターの跡地に、新しい「まちの駅」として平成 26年 4

月にオープンし、2.6ヘクタールの広い敷地面積 

に直売所、緑花木市場、イベント会場の施設が 

あり、周辺も見渡すかぎりの田園風景と景観に 

も恵まれています。直売所には地元で収穫された

新鮮で元気を頂ける野菜やそれを使った加工品

が並び、隣接した場所には様々な催しが行われる

イベント広場があり、市民をはじめ、来た人が「ま

た来るね」と親しみやすく何度でも行きたくなる

ような街の情報発信基地になっていると感じま

した。

 

平成２７年度標準農作業料金表      

契約条件 金額（円）

水田作業 １日当り 9,000

畑作業 １日当り 8,000

耕起
（トラクター）

10ａ当り 6,000

代かき
（トラクター）

10ａ当り 6,200

畦ぬり
（トラクター）

１ｍ当り 40

植付（田植機）
10ａ当り

（苗代除く）
7,000

刈取脱穀
（コンバイン）

10ａ当り 18,000

乾燥調整 60kg当り 2,700

育苗
１箱当り

（土・種代

　含む）

800

畑作業
（トラクター）

10ａ当り 5,500

作業種目

手
作
業

機

械
作
業

 

 

 

 

 

四街道市農地の賃借料情報について 

平成 26年 1月から 12月までに、本市において  

締結（公告）された賃貸借における賃借料水準（10

ａ当たり）は、次のとおりとなりましたのでお知

らせします。 

区分 
平均額 

 （円） 

最高額 

 （円） 

最低額 

 （円） 
データ数 

田 

(水稲) 
11,300 16,000 4,300 12件 

畑 

(普通畑) 
9,900 14,000 6,800 10件 

※賃借料を物納(米)で設定されている場合は、米 

60kg当たり 9,700円に換算している。 

※金額は、算出結果を四捨五入し、100円単位と 

 している。 

※平均額は、データ数により加重平均した値であ

る。 

※データ数は、集計に用いた締結数である。

みのりの郷東金 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆　①、②、③の要件を満たせば、どなたでも加入できます！

① 国民年金の第１号被保険者 ☆　積み立てた保険料とその運用益で将来受け取る年金額が

　　（納付免除者を除く） 　　 決まる「積立方式（確定拠出型)」です！

② 年間60日以上農業に従事 ☆　保険料（２万～６万７千円）を自由に決められます！

③ 20歳以上60歳未満 ☆　支払った保険料は全額社会保険料控除の対象になります！

　 ☆　将来受け取る年金も、公的年金等控除が適用されます！

農 業 者 年 金 で 豊 か な 老 後 を

 

   

私は、おいしいもの 

がなによりも好きです。 

会社員時代に金沢で 

通っていたフレンチ店 

のシェフに契約農家さ 

んの畑へ連れていって 

もらったのがすべての 

はじまりでした。食べた 

ことのない甘さの大根、

見たことのない種類の野菜、その畑は刺激に

溢れていました。その農家さんに教わりなが

らはじめた家庭菜園にすっかりはまって、農

業を生業にしたいと、実家のある四街道から

通える距離にある八街の農家の門を叩きまし

た。２年の研修後、地元四街道で畑を貸して

くださる地主さんと出会い、就農を決意しまし

た。独立して３年目になります。かじるだけで

おいしい野菜が高級レストランにしかいかな

いのはおかしいと、家庭向けに野菜を直販し

ています。日替わりシェフのお店での活動を

きっかけにさまざまなお店やイベントに呼んで

いただき、そのご縁で野菜を欲しいという客さ

んが増えてきました。しかし、まだまだ都内や

呼んでくださるお店周辺のお客さんが圧倒的

に多く、地元のお客さんは増えていません。

今年はもっと地元のおいしいもの、好きをひ

きつけるような活動をし、おいしくおもしろいも

の作りを一層がんばっていきたいです。 

   

   

         私は平成１８年に農

業後継者として就農

し、家族とともに果樹

の梨を生産しておりま

す。梨は一年間かけて

栽培します。秋から冬

には土壌づくり、剪定、

梨棚への誘引作業など

を行い、春には人工授 

粉、摘果作業を行います。そしてこの時期か

ら、果実の病虫害を出さないための農薬散布

を夏の収穫時期まで定期的に行います。これ

らの作業を適期に行わないと品質の良い梨

は作れません。当園は父の代より４５年にな

りますが、リピーターのお客様に支えられ、

今日に至っております。毎年美味しい梨をお

届けする、そして何よりお客様の「今年も美

味しかったよ」の声をお聞きするために、毎

日梨作りに励んでおります。近年、県内の各

産地で梨の木の老木化による生産量の減少

が問題となっております。当園でも昨年一部

植え替えを行いました。成木になるまで一時

的に収穫量は減りますが、今までの技術では

１０年かかっていた成園化が、５年に短縮で

きる樹体ジョイント仕立てという新しい手

法を取り入れ、栽培しております。今後もお

客様のニーズに合った品質の良い梨作りが

できるよう、日々努力していきたいと思いま

す。 

 

 

新規就農して 梨 の 生 産 

廣谷 健一郎さん 栗田 貴士さん 
 

 



 

家家族族経経営営協協定定をを結結びびままししょょうう   
 
◆◇ 家族経営協定とは ◇◆ 
 

 家族経営協定とは、農業経営にたずさわる家族全員が意欲とやり甲斐を持って経営に参加で

きる魅力的な農業経営を目指し、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやすい就業環境など

について、家族間の十分な話し合いに基づき取り決めるものです。 
 
◆◇ 家族経営協定を結ぶには ◇◆ 
 
①  農業経営の現状や課題を整理し、今後の経営方針、家族の就業条件等の要望を家族で

話し合い、明らかにします。 

②  話し合いをふまえ、経営課題の解決方法や目標を実現するための具体的対策について、

どのような取り組み（協定）が必要かを検討しあい、項目をあげます。 

③  協定を結びます。家族で話し合った結果を文書にすると、取り組む内容がより明確になり

ますので、まず協定書の試案を作ってみます。協定を結ぶ時は家族員だけでなく、指導機

関の立ち会いがあると、さらに確かなものになります。 
 
◆◇ 家族経営協定を結んだときのメリット ◇◆      
 
 家族経営協定を結び、経営に参画している女性農業 

者・農業後継者には、認定農業者の共同申請や、農業 

者年金などの制度のなかでさまざまなメリットがあります。 

 
家族経営協定に関するお問い合わせ等は、四街道市役所産業振興課（TEL421-6133）まで 
 
 

                                     

  

 

 

 

                                         

                                            

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           毎週金曜日発行 

                                           月額７００円（送料・税込） 

                                           申し込みは 

農業委員会事務局まで                                    

                                                                                           

編編  集集  後後  記記  

この紙面が、皆様方のお手元に届く頃には、水田や畑の準

備に忙しい日々を過ごされているのではないでしょうか？ 

昨年を振り返りますと、２月に二度にわたる関東地方の大

雪や１０月の度重なる台風により、管内も大きな被害を受け

ました。あらためて被害に遭われた皆様にはお見舞いを申し

上げます。 

本年は皆様にとって良い年でありますよう願いつつ、編集

後記とさせていただきます。                

（ＪＡ千葉みらい いんば地域本部・田辺） 

                        

 

～農業と農政の 

情報が満載です～ 

 

農地台帳が公表されます 
  
農業委員会で整備している農地の地番や面積などを記録した農地台帳について、その記

録事項の一部が、農業委員会の窓口やインターネットで見られるようになります。 

インターネットでの閲覧方法や窓口での手続きの詳細は農業委員会へお問い合わせく

ださい。 

※窓口での閲覧、提供にあたっては、１筆２００円の手数料が必要となります。 

農地台帳の公表に関するお問い合わせ等は、農業委員会事務局（TEL421-6155）まで 


